
議案第１２３号

                         

平成１９年度さいたま市一般会計補正予算（第３号）

 平成１９年度さいたま市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０７２，５８０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３８２，５９６，５１３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

  平成１９年９月５日提出

                        さ いたま市長  相 川 宗 一

 







第２表

追　加 （単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

土壌汚染対策事業助成金
平成１９年度から
平成２０年度まで

７５，０００

合併記念見沼公園管理業務 平成２０年度 １７，５００

債　務　負　担　行　為　補　正



第３表

１　追加

政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。ただし、市財政

の都合により据置期間及び償

還期間を短縮し、もしくは繰

上償還又は低利に借換えする

ことができる。

２　変　更

政府資金につい

てはその融資条

件により、銀行

その他の場合に

はその債権者と

協定するものに

よる。ただし、

市財政の都合に

より据置期間及

び償還期間を短

縮し、もしくは

繰上償還又は低

利に借換えする

ことができる。

公園整備
事業

1,802,800 2,156,500

土地区画
整理事業

1,169,400 1,321,300

（補正前に同じ。）

2,366,500 2,416,200

償 還 の 方 法

老人福祉
施設整備
事業

239,700

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％
以内

246,400

街路整備
事業

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率

5.0％以内
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

地　　方 　債 　補 　正

（単位　千円）

（単位　千円）

葬 祭 霊 園 事 業 55,500

償　還　の　方　法起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　率


